
※届出先は、主たる事務所の所在地（本社所在地など）とは限りませんのでご注意願います。

運営する介護サービス事業所の所在地は？

全て同一の都
道府県内であ
る

届出先は、当該
都道府県になり
ます

複数の都道府県である

その都道府県は、いくつの地方厚生局管轄区域に所在してますか？

１つの地方厚生局
管轄区域である

届出先は、当該
地方厚生局にな
ります

２つの地方厚生局管
轄区域である

届出先は、事業所の数を比
較して、その数の多い方の
地方厚生局になります

３つ以上の地方厚生
局管轄区域である

届出先は、厚生
労働省老健局に
なります

運営する介護サービス事
業所の所在地は？

地域密着型サービスのみを行って
いる事業者はこちらから

全て同一の市町
村内である

届出先は、当該
市町村になりま
す

複数の市町村で
ある

業務管理体制の整備に関する届出書の届出先は、国・都道府県・市町村に分かれており、介護
サービス事業者が運営する事業所等の所在地により異なります。

届出先の行政機関について

例１ 例３－２ 例２－１ 例２－２ 例２－３ 例３－１



本
社

東
京
都

東
京
都

届 出

東京都
（所管行政機関）

A株式会社
（介護サービス事業者）

Ａ株式会社が運営する
介護サービス事業所

例１：１つの都道府県内において介護サービス事業所を運営している場合

以下は、具体的な事例をもとに整理したものです。

都
庁



本
社

東
京
都

東
京
都

届 出

関東信越厚生局
（所管行政機関）

A株式会社
（介護サービス事業者）

Ａ株式会社が運営する
介護サービス事業所

例２：複数の都道府県内において介護サービス事業所を運営している場合

埼
玉
県

例２－１： １つの地方厚生局管轄区域内において運営している場合

関
東
信
越
厚
生
局
管
轄
区
域

厚
生
局



本
社

東
京
都

東
京
都

届 出
厚
生
局

関東信越厚生局
（所管行政機関）

A株式会社
（介護サービス事業者）

Ａ株式会社が運営する
介護サービス事業所

例２：複数の都道府県内において介護サービス事業所を運営している場合

埼
玉
県

例２－２： ２つの地方厚生局管轄区域内において運営している場合

管
轄
区
域

関
東
信
越
厚
生
局

大
阪
府管

轄
区
域

近
畿
厚
生
局

管轄区域内の事業所数の比較
関東信越厚生局 ６＞近畿厚生局 ３

所管行政機関は関東信越厚生局

※事業所の数が同数となる場合には、
いずれかの地方厚生局にお問い合わ
せ願います。



本
社

東
京
都

東
京
都

届 出
厚
労
省

厚生労働省老健局
（所管行政機関）

A株式会社
（介護サービス事業者）

Ａ株式会社が運営する
介護サービス事業所

例２：複数の都道府県内において介護サービス事業所を運営している場合

大
阪
府

例２－３： ３つ以上の地方厚生局管轄区域内において運営している場合

管
轄
区
域

関
東
信
越
厚
生
局

福
岡
県

管
轄
区
域

近
畿
厚
生
局

管
轄
区
域

九
州
厚
生
局



本
社

東
京
都
Ｂ
市

東
京
都

届 出
市
役
所

東京都Ｂ市
（所管行政機関）

A株式会社
（介護サービス事業者）

Ａ株式会社が運営する
介護サービス事業所

例３：地域密着型（介護予防）サービス事業のみを行っている場合

例３－１： １つの市町村内において行っている場合

本
社

東
京
都
Ｄ
市

届 出

都
庁

東京都
（所管行政機関）

Ｃ株式会社
（介護サービス事業者）

例３－２： 同一都道府県内の２以上の市町村内において行っている場合

東
京
都
Ｅ
市

Ｃ株式会社が運営する
介護サービス事業所

地域密着型サービス

地域密着型サービス 地域密着型サービス

東
京
都
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